
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期

19 19 14 19 19 18 17 19 19 9 9 14 18 9 8 11 11 8 4 2 0 4 0 0 4 3 19

島根県 松江市 松江市教育委員会学校教育課 0852-55-5416 http://www.city.matsue.shimane.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 317

○治療費,介護費,連帯保証人となる保証契約を締結したことに伴
い生じた保証債務もしくは賠償金
○生計を維持する者の傷病,死亡,失踪,離婚,失業等の事由によ
り収入が急激に減少した者
○風水害等により,家屋等に甚大な被害を受けた者で,下記の基
準に該当する者・家屋の流出,倒壊等により生活の根拠を失い,
生計の維持が著しく困難となった者・田畑,山林,営業所等を失い,
生計の維持が著しく困難となった者・その他,前各号と同等の状
態であると認められる者

15%未満

島根県 浜田市 教育部　学校教育課 0855-25-9711

http://www.city.hamada.shimane.jp/
www/contents/1001000001375/ind
ex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 295 20%未満

島根県 出雲市 教育委員会教育政策課 0853-21-6190
http://www.city.izumo.shimane.jp/w
ww/contents/1165300942538/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 319 15%未満

島根県 益田市 教育委員会学校教育課 0856-31-0451
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki
/176/771.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他 その他 280

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

25%未満

島根県 大田市 教育部　総務課 0854-82-1600 http://www.city.ohda.lg.jp/tag/433/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 590 25%未満

島根県 安来市
安来市教育委員会　学校教育課　学事
係 0854-23-3235

http://www.city.yasugi.shimane.jp/b
usyo/kyoikuiinkai/soumu/oshirase/s
huuen.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校からの意見及びその他証明により教育委員会が認める場
合

10%未満

島根県 江津市 学校教育課　管理係 0855-52-7495 http://www.city.gotsu.lg.jp/335.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 3年前の年度 340 15%未満

島根県 雲南市 教育委員会　学校教育課 0854-40-1072 http://www.city.unnan.shimane.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 当該年度 358 15%未満

島根県 奥出雲町 奥出雲町教育委員会　教育総務課 0854-52-2672
http://www.town.okuizumo.shimane.
jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 287 10%未満

島根県 飯南町 飯南町教育委員会　学校教育担当 0854-76-3944 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他特別な事情により収入状況に著しい変動が生じた。
（所得証明書,及び事情が明らかになる証明書及び民生委員の
意見書の提出を求める）

15%未満

島根県 川本町 川本町教育委員会 0855-72-0704
http://www.town.shimane-
kawamoto.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 その他 250

生活扶助の基準額の見直し前
15%未満

島根県 美郷町 美郷町教育委員会　教育課 0855-75-1217
http://www.town.shimane-
misato.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 202 10%未満

島根県 邑南町 邑南町教育委員会　学校教育課 0855-83-1126 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 前年度 455 20%未満

島根県 津和野町 津和野町教育委員会 0856-72-1854 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 268 20%未満

島根県 吉賀町 教育委員会 0856-77-1285 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 280 20%未満

島根県 海士町 教育総務課 08514-2-1222 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

島根県 西ノ島町 西ノ島町教育委員会 08514-6-0171
http://www.town.nishinoshima.shima
ne.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

島根県 知夫村 知夫村教育委員会 08514-8-2301 http://www.vill.chibu.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世帯更生貸付補助金の貸付

0%未満

島根県 隠岐の島町
教育委員会総務学校教育課学校教育
係 08512-2-2095

http://www.town.okinoshima.shiman
e.jp/www/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 236

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

20%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課
税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免
除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶
予

該当団体数

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼
食，被服等
が悪い者
または学
用品，通学
用品等に
不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ
て悪いと認
められるも
の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働
者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額



島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市

島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町

島根県 海士町

島根県 西ノ島町

島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

該当団体数

都道府県 市町村名

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

13 5 7 15 18 16 0 2 3 3 19 6 19 0 19 18 0 0 0 3 3 3 15 15 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 17 17 0

○ ○ ○ ○ ○ ○

・児童扶養手当申請時に案内
・死亡届,離婚届に伴う手続き一覧に記載

前年度の3月 5月中旬 有 随時。追加認定は３月末申請まで ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の10
月 6月中旬 有 随時受付（3月15日まで受付） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の11
月 5月中旬 有

毎月初め,随時。追加認定は翌年2
月末申請までとする。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他
国の要保護児童生徒援助費補助金
交付要綱の決定後 4月 有 申請月の翌月中旬 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉課等関係課より制度説明の書類を配布

前年度の1月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 4月 有

随時。５月から来年２月末申請ま
で。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 必要が生じた時期 4月 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

小学校の新入生には,入学前の幼児園にて制度の書
類を配布

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 生活扶助の見直し前の基準 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 改定の必要がある場合 6月下旬 有 通年 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の10
月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の1月 4月 有 随時（毎月） ○ 11,420 ○ 1,400 1,400 ○ 20,470

○ その他 毎年申請の為 5月初旬 無 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ その他 とくに決定時期はなし 5月初旬 有 随時 ○ 15,200 15,200 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 5月下旬 有 都度申し出による ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の9月 4月 有 随時 ○ 14,700 ○ 19,800

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市

島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町

島根県 海士町

島根県 西ノ島町

島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 2 2 2 12 12 1 4 4 1 2 2 2 0 0 0 8 8 1 8 8 8 0 0 1 1 1 0 10 10 10 4 4 1 1 1 0 13 13 13 1 1 1 0 0 0 5 5 5 0 0 0

○ ○ 24,523 ○ 20,100 ○ 983 ○ 1,715

○ 2,230 ○ 47,520 ○ 21,000 ○ 1,570 1,270 ○ 3,620 1,790

○ 2,230 ○ 15,040 ○ 21,481 ○ 1,570 530 ○ 3,620 360

○ 2,230 ○ 35,795 ○ 19,791 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,166 ○ 1,570 1,190 ○ 3,620 318

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,690

○ 2,230 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 20,600 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 3,570 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 ○ 23,149 ○ 1,570 ○ 3,620 ○ 2,710 500

○ 17,500 ○ 1,570 ○ 3,620 3,570

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,370 ○ 1,570 ○ 3,620 1,000

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570

○ 2,230 ○ ○ 23,003 ○ 1,550 410 ○ 3,570 2,781 ○ 2,710 0

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620 ○ 2,710 2,710

○ 2,230 2,230 ○ 6,100 6,100

○ 6,000

○ ○ ○

○

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市

島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町

島根県 海士町

島根県 西ノ島町

島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

学用品費通学用品費　１年：11,420円　　２～６年：13,650円

・体育実技用具費・・・援助なし
・修学旅行費・・・平成28年度予算計上単価
・その他・・・H27実績

○ 1,690 1,690

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

○ 4,570 3,380 ○ 3,380 3,270

支給平均額は28年度の執行見込額より計上。
・校外学習費（宿泊を伴わないもの）：支払い実績額最も多いのは３・４年生,小学校の認定人数全体の40％
・校外学習費（宿泊を伴うもの）：５年生,小学校の認定人数全体の18％

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380
支給平均額：平成２８年度予算計上単価を記載

○ 3,380 3,380

○ 3,380 3,380

通学費は支給予定なし。

○ 3,380 3,380

○ 4,570 1,758 ○ 4,800 3,876
27年度実績に基づき支給平均額を計上。

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

○ 4,570 4,570 ○ 3,380 3,380

支給平均額については執行見込額による記入が困難なため，28年度予算に計上した単価を計上

全額公費負担

学用品費について,新入学児童生徒は年額12,600円としている。

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市

島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町

島根県 海士町

島根県 西ノ島町

島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 3 3 3 15 15 1 1 1 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 17 17 0 0 0 0 2 2 2 13 13 1 4 4 1 2 2 2 0 0 0 8 8 1 9 9 9 0 0 1

○ ○ 5,000 ○ 23,550 ○ ○ 63,374 ○ 41,048

○ 22,320 ○ 5,000 4,954 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 121,500 ○ 45,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 48,367 ○ 45,278

○ 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 28,000 ○ 42,574

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 47,394

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 51,940 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 79,410 39,700 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 44,272

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 78,600

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 54,470 ○ 56,670 56,670

○ 11,420 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 47,400

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 52,530

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,240 ○ ○ 52,704

○ 22,320 ○ 2,100 2,100 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 26,790 26,790 ○ 23,550 23,550 ○ 8,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○

○ 25,900 ○ 22,800 ○

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市

島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町

島根県 海士町

島根県 西ノ島町

島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 10 10 10 4 4 1 1 1 0 12 12 12 1 1 1 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 9 9 9 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

○ 2,500 ○ 2,014

学用品費通学用品費　1年：22,320円　　２～３年：24,550円

○ 2,270 2,073 ○ 6,100 3,927

・修学旅行費・・・平成28年度予算計上単価
・その他・・・H27実績

○ 2,270 1,639 ○ 6,100 480

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 2,079 ○ 6,100 80 ○ 2,095 2,095

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

○ 2,270 1,540 ○ 6,100 0 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 3,160

支給平均額は28年度の執行見込額より計上。
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）については,中２ひとり分のみ支給実績あり。
・校外活動費（宿泊を伴うもの）については,28年度中に実績の見込みなし。

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 6,010 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190
支給平均額：平成２８年度予算計上単価を記載

○ 2,270 ○ 6,100 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 630 ○ 4,190 3,600

○ 2,270 ○ 6,100 3,000 ○ 4,190 4,190 ○ 5,450 5,450

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100
通学費は27年度実績。

○ 2,270 ○ 6,100 1,620 ○ 29,600 2,326 ○ 4,570 1,200 ○ 4,190 4,190

○ 2,270

○ 2,240 0 ○ 6,010 0 ○ 29,600 11,994 ○ 5,450 868 ○ 4,190 2,602
27年度実績に基づき支給平均額を計上。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

○ 5,450 5,450 ○ 4,190 4,190

支給平均額については執行見込額による記入が困難なため，28年度予算に計上した単価を計上

○ ○

全額公費負担

学用品費について,新入学児童生徒は年額23,700円としている。

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


